
基 本 構 想
まちづくりの考え方（基本理念）

10年後のあるべき姿

将来人口の見通し

豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり

基本理念1

先人が守ってきた自然や歴史に加え、新たな魅力を生
み出し、生かすまちづくりをめざします。

みんなが安全に安心して暮らせるまちづくり

基本理念2

福祉や健康づくり、防災・減災対策などを通じ、誰も
が安心して暮らせるまちづくりをめざします。

地域特性を生かす持続可能なまちづくり

基本理念3

農商工観光の強みと先端技術を生かし、魅力の発信力
を高めることで、持続可能なまちづくりをめざします。

協働によるまちづくり

基本理念4

お互いに顔が見えるまちの規模を生かしつつ、多様な
主体が参画するまちづくりをめざします。

目標

　出生数の維持や若い世代を町内に留めつつ新たに呼び込
むことで、人口減少を緩やかにしながら若い世代の割合を
維持し、令和 22 年（2040 年）以降も 10,000 人以上の
維持を長期的な目標として、令和 12 年（2030 年）の将
来人口 11,000 人以上、生産年齢人口比率（15 ～ 64 歳）
56％以上をめざします。
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2040 （年）20302020

将来人口の見通し 社人研推計

※社人研推計は、国立社会保障・人口問題研究所による推計
※将来人口の見通しは、各種取組により、転入・転出による社会動態、出生などによる自然動態の
　改善を図った人口の見通し

社会動態・自然動態の見通し（年間の減少数）
備考目標値（R12）社人研推計（R12）現状値（R2）

社会動態
自然動態

△1,275人→△887人
※388人の改善

《2030年》
11,000人

《2030年》
10,612人

《2020年》
11,887人

－75人 －66人 －28人
－50人 －62人 －61人

人口

篠原駅

JR琵
琶湖
線

中心核

駅へのアクセス強化

国道8号のバイパス化

竜王北部の機能強化

幹線道路のバイパス化

中心核の整備

竜王IC周辺の機能強化

竜王南部の機能強化

日野川改修と連携した
流域まちづくり

拠点連携軸

市街地地域

生活拠点（32自治会）

田園地域

森林地域

中心核

広域商業拠点

産業拠点

交通結節拠点

新生活拠点

広域連携軸

国土幹線軸観光・交流拠点

発行：竜王町 未来創造課
令和3年（2021年）3月

〒520-2592　滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地
TEL：0748-58-3701　FAX：0748-58-1388

E-mail：info@town.ryuoh.shiga.jp

計画の構成と期間

計画の進捗管理

基本構想

　10 年後のあるべき姿、施策の大綱等を示すものです。

基本計画

　基本構想を実現するための施策の体系を示すものです。

実施計画

財政的な裏づけや社会経済情勢を判断しながら、基本計画
の施策に基づく具体的な事業を示すものです。

総合戦略

人口減少対策に特化し、地方創生を達成するための具体的
な目標、取組を示すものです。

基本
構想

基本計画

実施計画

総合
戦略

本計画では、重点プロジェクトおよび基本施策ごとに目的や目標を明らかにし、その達成度を具体化するため、目標指標を
設定しました。この目標指標を目安として毎年度、町民参加を含めた評価・検証を行い、基本構想に沿った計画の見直しを
行うことで施策の実効性を高めていきます。また、毎年度の評価・検証の結果を基に、後期基本計画の策定を行う際には基
本施策全体を改善することで、PDCA サイクルによる進捗管理を行います。

計画期間

Plan
計画

◯計画の策定
◯目標指標等の設定

Do
実行

◯施策・事業の実施
◯町民との協働の実施

Check
評価

◯事業の実施状況、指標等
　の達成状況の把握

Action
改善

◯事業内容の改善・見直し
◯実施方法の見直し

第六次
竜王町総合計画

年度

基本構想
基本計画

実施計画

基本構想（10年）
前期基本計画（5年） 後期基本計画（5年）

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R10
2028

R11
2029

R12
2030

実施計画（3年）
実施計画（3年）

実施計画（3年）土地利用の全体方針
安心・安全を重視しつつ、次の方針に基づき、
計画的な土地利用を推進します。
①中心核と各拠点へのバランスの良い機能配置
②町内外の拠点をつなぐ道路軸の強化
③農商工、住などの地域特性を生かす土地利用

まちづくりの“核”
竜王町コンパクトシティ化構想に基づく、「利便
性が高く、多様な交流を育む中心核」の形成と
ともに、各生活拠点とネットワークでつなぎ、ま
ち全体のバランスのよい発展をめざします。

まちづくりの“拠点”
恵まれた自然環境や歴史・文化資産やまちの活
力を次世代へと引き継いでいくため、計画的かつ
重点的に魅力ある拠点づくりを進めます。

まちづくりの“軸”
まちづくりの “核”、“拠点” を効果的かつ重層
的にネットワーク化する骨格となる軸を形成し、
まち全体の魅力と活力の向上をめざします。

土地利用構想
2030 年：11,000人以上（2040 年以降10,000 人以上を維持）1
2030 年：生産年齢人口比率56％以上2

希望かなえる の郷
き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く

へのチャレンジ ～ ～ 心弾む 新時代
こころ はず しん じ だい

参考

竜王町

20302021

概要版

～ 心弾む 新時代へのチャレンジ ～
こころ はず しん じ だい

希望かなえる の郷
き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く
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性が高く、多様な交流を育む中心核」の形成と
ともに、各生活拠点とネットワークでつなぎ、ま
ち全体のバランスのよい発展をめざします。

まちづくりの“拠点”
恵まれた自然環境や歴史・文化資産やまちの活
力を次世代へと引き継いでいくため、計画的かつ
重点的に魅力ある拠点づくりを進めます。

まちづくりの“軸”
まちづくりの “核”、“拠点” を効果的かつ重層
的にネットワーク化する骨格となる軸を形成し、
まち全体の魅力と活力の向上をめざします。

土地利用構想
2030 年：11,000人以上（2040 年以降10,000 人以上を維持）1
2030 年：生産年齢人口比率56％以上2

希望かなえる の郷
き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く

へのチャレンジ ～ ～ 心弾む 新時代
こころ はず しん じ だい

参考

竜王町

20302021

概要版

～ 心弾む 新時代へのチャレンジ ～
こころ はず しん じ だい
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き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く



基 本 計 画
3つのまちづくり分野

豊かさ 活力あふれるまちづくり ～発展・進化を生み出す豊かさの創造～ やさしさ 安心して暮らせるまちづくり ～次世代に引き継げるやさしさの創造～ つながり みんなで進めるまちづくり  ～新たな時代に対応したつながりの創造～

安心して暮らせるまちづくり

やさしさ

“やさしさ”×“つながり”
向上プロジェクト

“豊かさ”×“やさしさ”
向上プロジェクト

“つながり”×“豊かさ”
向上プロジェクト

10年後のあるべき姿

　快適かつ安全な環境の中で、誰もが生涯にわ
たって健やかに安心して暮らせるまちを創出し
ていく取組に関する分野で、次世代に引き継げ
る「守り」のまちづくりによるやさしさの創造を
めざします。

豊かさ つながり
みんなで進めるまちづくり

　まちづくりを効果的に進めるためのしくみづく
りに関する分野で、ポストコロナ社会、脱炭素
社会、Society5.0 などの新たな時代に対応し
たつながりの創造をめざします。

活力あふれるまちづくり
　竜王町の地理的優位性や、産業構造などの
特徴を生かしてまちをより便利に、そして活性
化することで魅力を発信していく取組に関する
分野で、若者の移住・定住の促進を図るなど、
発展・進化を生み出す「攻め」のまちづくりに
よる豊かさの創造をめざします。

竜王町コンパクトシティ化構想の推進 3つの重点プロジェクト 地方創生
　将来にわたりまちの活力や魅力を維持するた
め、利便性が高く多様な交流を育む中心核を整
備するとともに、既存の集落・団地を維持しつつ、
中心核と集落・団地を結ぶ交通、道路、情報
のネットワークを整備することによりまち全体の
バランスの取れた発展をめざすものです。

　総合計画と整合を図りながら総合戦略を策
定し、人口減少克服・地方創生の目的を達
成するための具体的な目標、施策を戦略的に
展開していきます。

中心核
・教育施設等の集約
・交流空間の整備
・民間施設の誘導
・居住基盤の整備

集落・団地
・自治会機能の維持
・若者世代の定住
・高齢者世帯の安心
・同居や近居

・公共交通網の整備
・道路網の整備
・情報ネットワーク
の整備

ネットワーク

SDGs

定住促進プロジェクト
地域コミュニティの維持・活性化プロジェクト

デジタル化促進プロジェクト
行政力の強化プロジェクト

“つながり” × “豊かさ”
向上プロジェクト

魅力ある仕事の創出、働く環境づくりプロジェクト
移動ネットワークプロジェクト

観光振興、プロモーション推進プロジェクト
安心・安全な地域づくりプロジェクト

“豊かさ” × “やさしさ”
向上プロジェクト

子育て支援強化プロジェクト＋学び、育てるプロジェクト
地域で支える福祉のまちづくりプロジェクト

健康づくり促進プロジェクト
環境・景観の保全と活用プロジェクト

“やさしさ” × “つながり”
向上プロジェクト

　SDGs は世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会を
つくるための 17 の目標と 169 のターゲットを定め、「誰一
人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の
実現をめざす国際社会の普遍的な目標です。
　本町では、国際社会の目標達成に寄与するとともに、人
口減少抑制の推進を図るため、重点プロジェクトや基本施
策と SDGs に掲げられた 17 の目標との関連性を整理し、
積極的に取組を推進します。

基本施策 1　農業の振興
①竜王らしい農村環境の整備　②担い手の確保・育成
③高収益農業への支援　④需要につながる特色のある「竜王」農畜産物の生産と産地づくり

基本施策 2　商工業の振興
①企業誘致の推進　②企業間の連携強化
③商工業者の経営基盤安定化　④商業の振興

基本施策 3　観光の振興
①観光資源の魅力向上と連携強化　②体験型観光の振興
③観光情報の発信強化

基本施策 4　雇用創出の推進
①雇用の安定と起業促進　②働き方改革の推進

基本施策 5　効果的な土地利用
①農商工住の地域特性を生かした計画的な土地利用
②中心核の整備

基本施策 6　住宅環境の充実
①住宅地の確保　②新築住宅建設の推進
③空き家・空き地の適正管理と利活用

基本施策 7　道路ネットワークの強化
①道路整備の促進　②適切な道路・橋梁の維持管理

基本施策 8　地域交通の充実
①幹線交通の維持・確保　②地域内交通の維持・確保
③安全で便利に利用できる私的交通の充実

基本施策 9　インフラ（上下水道）の強靱化
①上水道の整備、維持・管理　②下水道の整備、維持・管理
③公営企業の経営安定化の促進

基本施策 10　町の魅力発信と定住の促進
①魅力づくりと発信　②定住・移住の促進
③ふるさと納税の推進

基本施策 11　切れ目のない子育て支援
①子どもの健康づくり　②安心して生み育てられる環境づくり　③地域や社会で子育てを支える環境づくり
④支援を要する家庭への支援

基本施策 12　魅力ある学校・園づくり
①就学前教育の充実　②安心で快適な学校施設の整備・充実　③「確かな学力」を育む学校教育の推進
④教職員の指導力の向上ときめ細かな指導の実践　⑤地域や家庭における教育の充実　⑥特別支援教育の充実

基本施策 13　子ども・若者育成支援
①子ども・若者への健やかな成長支援　②子ども・若者の健やかな成長を支える環境の整備
③体験活動への意欲的な参加　④特別な支援を必要とする子ども・若者やその家族への支援

基本施策 14　スポーツ、社会教育の推進
①スポーツ拠点施設活動の充実および推進と多様なサービス事業の開催　②公民館活動の充実と推進
③図書館活動の充実と推進

基本施策 15　歴史・文化の保全と活用
①文化・芸術活動の振興　②文化財保護・活用の充実　③文化財調査の推進

基本施策 16　地域共生社会の構築
①地域福祉を支える人づくり　②地域福祉活動の推進　③生活困窮者の支援　④社会保障の充実
⑤権利擁護体制の充実

基本施策 17　高齢者福祉の充実
①地域ぐるみの介護予防・健康づくり　②認知症の予防とケア　③多機関協働による支援体制の構築
④安全に暮らせる地域づくり　⑤介護サービス等の充実

基本施策 18　障がい者（児）福祉の推進
①障害福祉サービスの充実　②生活支援・社会参加・就労支援の充実　③障がい児支援の充実
④ふれあい相談発達支援センター機能の充実

基本施策 19　健康づくりの推進
①疾病予防、健康づくりの意識向上および実施（行動変容）への個別支援
②りゅうおう健康ベジ7チャレンジの推進　③医療体制の充実　④食育の推進　⑤自殺対策の推進

基本施策 20　防災の推進
①消防・防災体制の充実　②多様な手段による災害に関する情報提供　③河川改修の整備促進

基本施策 21　防犯・交通安全の推進
①防犯対策の充実　②交通安全対策の充実　③消費生活相談・啓発の推進

基本施策 22　循環型社会の推進
①ごみの減量と再資源化の促進　②循環型社会に向けた取組　③ごみ・し尿処理の推進　④環境保全の推進
⑤生活衛生保全の推進

基本施策 23　人権の尊重
①人権啓発・教育の推進　②人権課題への対応
③差別事象への対応

基本施策 24　男女共同参画の推進
①快適にいきいきと暮らせる社会づくり　②働きやすい職場づくり
③男女共同参画の意識づくり　④男女共同参画に向けた基盤づくり

基本施策 25　多文化共生の推進
①国際交流の推進　②学校における国際理解教育の推進
③多文化共生の推進

基本施策 26　地域コミュニティの活性化と協働の推進
①自治会活動への支援　②持続可能な地域コミュニティの推進
③協働のしくみづくり

基本施策 27　先端技術の利活用
①情報基盤の整備　②先端技術を活用した行政サービスの提供

基本施策 28　多様な連携の推進
①広域行政の充実　②多様な主体の連携促進

基本施策 29　健全な財政運営
①健全な財政運営の確立　②財源の確保

基本施策 30　時代に即した行政経営の推進
①効率的行政システムの推進　②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり
③質の高い住民サービスの提供　④町民と行政の情報共有
⑤適正な情報管理　⑥適正な財産管理



基 本 計 画
3つのまちづくり分野

豊かさ 活力あふれるまちづくり ～発展・進化を生み出す豊かさの創造～ やさしさ 安心して暮らせるまちづくり ～次世代に引き継げるやさしさの創造～ つながり みんなで進めるまちづくり  ～新たな時代に対応したつながりの創造～

安心して暮らせるまちづくり

やさしさ

“やさしさ”×“つながり”
向上プロジェクト

“豊かさ”×“やさしさ”
向上プロジェクト

“つながり”×“豊かさ”
向上プロジェクト

10年後のあるべき姿

　快適かつ安全な環境の中で、誰もが生涯にわ
たって健やかに安心して暮らせるまちを創出し
ていく取組に関する分野で、次世代に引き継げ
る「守り」のまちづくりによるやさしさの創造を
めざします。

豊かさ つながり
みんなで進めるまちづくり

　まちづくりを効果的に進めるためのしくみづく
りに関する分野で、ポストコロナ社会、脱炭素
社会、Society5.0 などの新たな時代に対応し
たつながりの創造をめざします。

活力あふれるまちづくり
　竜王町の地理的優位性や、産業構造などの
特徴を生かしてまちをより便利に、そして活性
化することで魅力を発信していく取組に関する
分野で、若者の移住・定住の促進を図るなど、
発展・進化を生み出す「攻め」のまちづくりに
よる豊かさの創造をめざします。

竜王町コンパクトシティ化構想の推進 3つの重点プロジェクト 地方創生
　将来にわたりまちの活力や魅力を維持するた
め、利便性が高く多様な交流を育む中心核を整
備するとともに、既存の集落・団地を維持しつつ、
中心核と集落・団地を結ぶ交通、道路、情報
のネットワークを整備することによりまち全体の
バランスの取れた発展をめざすものです。

　総合計画と整合を図りながら総合戦略を策
定し、人口減少克服・地方創生の目的を達
成するための具体的な目標、施策を戦略的に
展開していきます。

中心核
・教育施設等の集約
・交流空間の整備
・民間施設の誘導
・居住基盤の整備

集落・団地
・自治会機能の維持
・若者世代の定住
・高齢者世帯の安心
・同居や近居

・公共交通網の整備
・道路網の整備
・情報ネットワーク
の整備

ネットワーク

SDGs

定住促進プロジェクト
地域コミュニティの維持・活性化プロジェクト

デジタル化促進プロジェクト
行政力の強化プロジェクト

“つながり” × “豊かさ”
向上プロジェクト

魅力ある仕事の創出、働く環境づくりプロジェクト
移動ネットワークプロジェクト

観光振興、プロモーション推進プロジェクト
安心・安全な地域づくりプロジェクト

“豊かさ” × “やさしさ”
向上プロジェクト

子育て支援強化プロジェクト＋学び、育てるプロジェクト
地域で支える福祉のまちづくりプロジェクト

健康づくり促進プロジェクト
環境・景観の保全と活用プロジェクト

“やさしさ” × “つながり”
向上プロジェクト

　SDGs は世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会を
つくるための 17 の目標と 169 のターゲットを定め、「誰一
人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の
実現をめざす国際社会の普遍的な目標です。
　本町では、国際社会の目標達成に寄与するとともに、人
口減少抑制の推進を図るため、重点プロジェクトや基本施
策と SDGs に掲げられた 17 の目標との関連性を整理し、
積極的に取組を推進します。

基本施策 1　農業の振興
①竜王らしい農村環境の整備　②担い手の確保・育成
③高収益農業への支援　④需要につながる特色のある「竜王」農畜産物の生産と産地づくり

基本施策 2　商工業の振興
①企業誘致の推進　②企業間の連携強化
③商工業者の経営基盤安定化　④商業の振興

基本施策 3　観光の振興
①観光資源の魅力向上と連携強化　②体験型観光の振興
③観光情報の発信強化

基本施策 4　雇用創出の推進
①雇用の安定と起業促進　②働き方改革の推進

基本施策 5　効果的な土地利用
①農商工住の地域特性を生かした計画的な土地利用
②中心核の整備

基本施策 6　住宅環境の充実
①住宅地の確保　②新築住宅建設の推進
③空き家・空き地の適正管理と利活用

基本施策 7　道路ネットワークの強化
①道路整備の促進　②適切な道路・橋梁の維持管理

基本施策 8　地域交通の充実
①幹線交通の維持・確保　②地域内交通の維持・確保
③安全で便利に利用できる私的交通の充実

基本施策 9　インフラ（上下水道）の強靱化
①上水道の整備、維持・管理　②下水道の整備、維持・管理
③公営企業の経営安定化の促進

基本施策 10　町の魅力発信と定住の促進
①魅力づくりと発信　②定住・移住の促進
③ふるさと納税の推進

基本施策 11　切れ目のない子育て支援
①子どもの健康づくり　②安心して生み育てられる環境づくり　③地域や社会で子育てを支える環境づくり
④支援を要する家庭への支援

基本施策 12　魅力ある学校・園づくり
①就学前教育の充実　②安心で快適な学校施設の整備・充実　③「確かな学力」を育む学校教育の推進
④教職員の指導力の向上ときめ細かな指導の実践　⑤地域や家庭における教育の充実　⑥特別支援教育の充実

基本施策 13　子ども・若者育成支援
①子ども・若者への健やかな成長支援　②子ども・若者の健やかな成長を支える環境の整備
③体験活動への意欲的な参加　④特別な支援を必要とする子ども・若者やその家族への支援

基本施策 14　スポーツ、社会教育の推進
①スポーツ拠点施設活動の充実および推進と多様なサービス事業の開催　②公民館活動の充実と推進
③図書館活動の充実と推進

基本施策 15　歴史・文化の保全と活用
①文化・芸術活動の振興　②文化財保護・活用の充実　③文化財調査の推進

基本施策 16　地域共生社会の構築
①地域福祉を支える人づくり　②地域福祉活動の推進　③生活困窮者の支援　④社会保障の充実
⑤権利擁護体制の充実

基本施策 17　高齢者福祉の充実
①地域ぐるみの介護予防・健康づくり　②認知症の予防とケア　③多機関協働による支援体制の構築
④安全に暮らせる地域づくり　⑤介護サービス等の充実

基本施策 18　障がい者（児）福祉の推進
①障害福祉サービスの充実　②生活支援・社会参加・就労支援の充実　③障がい児支援の充実
④ふれあい相談発達支援センター機能の充実

基本施策 19　健康づくりの推進
①疾病予防、健康づくりの意識向上および実施（行動変容）への個別支援
②りゅうおう健康ベジ7チャレンジの推進　③医療体制の充実　④食育の推進　⑤自殺対策の推進

基本施策 20　防災の推進
①消防・防災体制の充実　②多様な手段による災害に関する情報提供　③河川改修の整備促進

基本施策 21　防犯・交通安全の推進
①防犯対策の充実　②交通安全対策の充実　③消費生活相談・啓発の推進

基本施策 22　循環型社会の推進
①ごみの減量と再資源化の促進　②循環型社会に向けた取組　③ごみ・し尿処理の推進　④環境保全の推進
⑤生活衛生保全の推進

基本施策 23　人権の尊重
①人権啓発・教育の推進　②人権課題への対応
③差別事象への対応

基本施策 24　男女共同参画の推進
①快適にいきいきと暮らせる社会づくり　②働きやすい職場づくり
③男女共同参画の意識づくり　④男女共同参画に向けた基盤づくり

基本施策 25　多文化共生の推進
①国際交流の推進　②学校における国際理解教育の推進
③多文化共生の推進

基本施策 26　地域コミュニティの活性化と協働の推進
①自治会活動への支援　②持続可能な地域コミュニティの推進
③協働のしくみづくり

基本施策 27　先端技術の利活用
①情報基盤の整備　②先端技術を活用した行政サービスの提供

基本施策 28　多様な連携の推進
①広域行政の充実　②多様な主体の連携促進

基本施策 29　健全な財政運営
①健全な財政運営の確立　②財源の確保

基本施策 30　時代に即した行政経営の推進
①効率的行政システムの推進　②時代の変化に対応できる人材育成と組織づくり
③質の高い住民サービスの提供　④町民と行政の情報共有
⑤適正な情報管理　⑥適正な財産管理



基 本 構 想
まちづくりの考え方（基本理念）

10年後のあるべき姿

将来人口の見通し

豊かな自然と歴史を誇れるまちづくり

基本理念1

　先人が守ってきた自然や歴史に加え、新たな魅力を生
み出し、生かすまちづくりをめざします。

みんなが安全に安心して暮らせるまちづくり

基本理念2

　福祉や健康づくり、防災・減災対策などを通じ、誰も
が安心して暮らせるまちづくりをめざします。

地域特性を生かす持続可能なまちづくり

基本理念3

　農商工観光の強みと先端技術を生かし、魅力の発信力
を高めることで、持続可能なまちづくりをめざします。

協働によるまちづくり

基本理念4

　お互いに顔が見えるまちの規模を生かしつつ、多様な
主体が参画するまちづくりをめざします。

目標

　出生数の維持や若い世代を町内に留めつつ新たに呼び込
むことで、人口減少を緩やかにしながら若い世代の割合を
維持し、令和 22 年（2040 年）以降も 10,000 人以上の
維持を長期的な目標として、令和 12 年（2030 年）の将
来人口 11,000 人以上、生産年齢人口比率（15 ～ 64 歳）
56％以上をめざします。

12,000
（人）

11,000

10,000

9,000

8,000

12,000

11,000以上

10,000以上

9,220

10,612

11,834

2040 （年）20302020

将来人口の見通し 社人研推計

※社人研推計は、国立社会保障・人口問題研究所による推計
※将来人口の見通しは、各種取組により、転入・転出による社会動態、出生などによる自然動態の
　改善を図った人口の見通し

社会動態・自然動態の見通し（年間の減少数）
備考目標値（R12）社人研推計（R12）現状値（R2）

社会動態
自然動態

△1,275人→△887人
※388人の改善

《2030年》
11,000人

《2030年》
10,612人

《2020年》
11,887人

－75人 －66人 －28人
－50人 －62人 －61人

人口

篠原駅

JR琵
琶湖
線

中心核

駅へのアクセス強化

国道8号のバイパス化

竜王北部の機能強化

幹線道路のバイパス化

中心核の整備

竜王IC周辺の機能強化

竜王南部の機能強化

日野川改修と連携した
流域まちづくり

拠点連携軸

市街地地域

生活拠点（32自治会）

田園地域

森林地域

中心核

広域商業拠点

産業拠点

交通結節拠点

新生活拠点

広域連携軸

国土幹線軸観光・交流拠点

発行：竜王町 未来創造課
令和3年（2021年）3月

〒520-2592　滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地
TEL：0748-58-3701　FAX：0748-58-1388

E-mail：info@town.ryuoh.shiga.jp

計画の構成と期間

計画の進捗管理

基本構想

　10 年後のあるべき姿、施策の大綱等を示すものです。

基本計画

　基本構想を実現するための施策の体系を示すものです。

実施計画

　財政的な裏づけや社会経済情勢を判断しながら、基本計画
の施策に基づく具体的な事業を示すものです。

総合戦略

　人口減少対策に特化し、地方創生を達成するための具体的
な目標、取組を示すものです。

基本
構想

基本計画

実施計画

総合
戦略

　本計画では、重点プロジェクトおよび基本施策ごとに目的や目標を明らかにし、その達成度を具体化するため、目標指標を
設定しました。この目標指標を目安として毎年度、町民参加を含めた評価・検証を行い、基本構想に沿った計画の見直しを
行うことで施策の実効性を高めていきます。また、毎年度の評価・検証の結果を基に、後期基本計画の策定を行う際には基
本施策全体を改善することで、PDCA サイクルによる進捗管理を行います。

計画期間

Plan
計画

◯計画の策定
◯目標指標等の設定

Do
実行

◯施策・事業の実施
◯町民との協働の実施

Check
評価

◯事業の実施状況、指標等
　の達成状況の把握

Action
改善

◯事業内容の改善・見直し
◯実施方法の見直し

第六次
竜王町総合計画

年度

基本構想
基本計画

実施計画

基本構想（10年）
前期基本計画（5年） 後期基本計画（5年）

R3
2021

R4
2022

R5
2023

R6
2024

R7
2025

R8
2026

R9
2027

R10
2028

R11
2029

R12
2030

実施計画（3年）
実施計画（3年）

実施計画（3年）土地利用の全体方針
安心・安全を重視しつつ、次の方針に基づき、
計画的な土地利用を推進します。
①中心核と各拠点へのバランスの良い機能配置
②町内外の拠点をつなぐ道路軸の強化
③農商工、住などの地域特性を生かす土地利用

まちづくりの“核”
竜王町コンパクトシティ化構想に基づく、「利便
性が高く、多様な交流を育む中心核」の形成と
ともに、各生活拠点とネットワークでつなぎ、ま
ち全体のバランスのよい発展をめざします。

まちづくりの“拠点”
恵まれた自然環境や歴史・文化資産やまちの活
力を次世代へと引き継いでいくため、計画的かつ
重点的に魅力ある拠点づくりを進めます。

まちづくりの“軸”
まちづくりの “核”、“拠点” を効果的かつ重層
的にネットワーク化する骨格となる軸を形成し、
まち全体の魅力と活力の向上をめざします。

土地利用構想
2030 年：11,000人以上（2040 年以降10,000 人以上を維持）1
2030 年：生産年齢人口比率56％以上2

希望かなえる の郷
き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く

へのチャレンジ ～ ～ 心弾む 新時代
こころ はず しん じ だい

参考

竜王町

20302021

概要版

～ 心弾む 新時代へのチャレンジ ～
こころ はず しん じ だい

希望かなえる の郷
き ぼう さと輝竜

き りゅう

輝竜
き りゅう

若者も暮らしたい
わか もの く
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